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次

条

例

○
青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

同

）
…
四

規

則

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
五

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
五

○
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車

に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

訓

令

○
青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
七

条

例

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
条
例
第
二
十
四
号

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
六
十
条
の
十
八
」
を
「
第
百
六
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
五
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第

二
十
六
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

十
三

法
第
七
十
一
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
る
利
子
割
の
清
算
に
係
る
額
の
収
入
に
関
す
る
事

項
十
四

第
五
十
五
条
の
十
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
利
子
割
の
清
算
に
係
る
額
の
支
払
に
関
す
る
事

項
第
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
を
削
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
百
五
十

六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
五
十
五
条
の
十
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
子
割
の
清
算
）

第
五
十
五
条
の
十
二
の
二

県
に
納
入
さ
れ
た
利
子
割
額
に
相
当
す
る
額
に
政
令
第
九
条
の
十
四
に

規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
法
第
七
十
一
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各

都
道
府
県
ご
と
の
利
子
割
清
算
基
準
額
に
応
じ
て
按
分
し
、
当
該
按
分
し
た
額
の
う
ち
他
の
都
道

府
県
に
係
る
額
を
他
の
都
道
府
県
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
支
払
う
。

第
五
十
五
条
の
十
三
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
に
、
法
第
七
十
一
条
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
他

の
都
道
府
県
か
ら
支
払
を
受
け
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
他
の
都
道

府
県
に
支
払
つ
た
金
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
て
得
た
合
計
額
」
を
加
え
る
。

第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
十
万
円
」
を
「
十
六
万
円
」
に
、
「
二
十
三
万
円
」
を
「
六
十
六

万
円
」
に
、
「
十
二
万
円
」
を
「
三
十
四
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

自
動
車
税
は
、
自
動
車
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。

青
森
県
報
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第
百
五
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
、
第
一

項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
百
五
十
一
条
第
一
項
中
「
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
」
及
び
「
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
自
動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を

削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
の
取
得
者
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
百
五
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
自
動
車
税
の
課
税
免
除
及
び
非
課
税
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

第
百
六
十
条
の
十
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
「
同
項
」
の
下
に
「
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
五
十
三
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を

第
百
五
十
四
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
四
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
四
項
た
だ
し
書
」

に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
五
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
新
規
登
録
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第

一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一

号
）
」
を
、
「
青
森
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
」
の
下
に

「
（
平
成
十
九
年
十
月
青
森
県
条
例
第
六
十
五
号
）
」
を
加
え
、
「
当
該
登
録
」
を
「
当
該
新
規
登

録
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
九
条
の
十
六
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条

を
第
百
五
十
六
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種

別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
九
条
の
十
七
」
を
「
第
九
条
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
第
百
五
十
条
第
三
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
」
の
下
に

「
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
四
項
本
文
」
を
「
第

百
五
十
七
条
第
四
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
百
五
十
七
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
百
五
十
八
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
種

別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
、
「
種
別
割
額
」
を
「
自
動
車
税
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
種
別

割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
百
六
十
条
の
十
四
」
を
「
第
百
五
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第

百
五
十
九
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
七
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
種

別
割
に
」
を
「
自
動
車
税
に
」
に
、
「
種
別
割
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の

十
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
種
別
割
を
」
を
「
自
動
車
税
を
」
に
、
「
種
別

割
額
」
を
「
自
動
車
税
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
百
六
十
条
と
す
る
。

第
百
六
十
条
の
十
八
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第

百
六
十
条
の
十
二
」
を
「
第
百
五
十
五
条
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
百
七
十

七
条
の
十
八
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
条
の

十
三
第
六
項
」
を
「
第
百
五
十
六
条
第
六
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
百
七

十
七
条
の
十
八
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
六
十
条
の
二
と
す

る
。附

則
第
三
条
の
二
中
「
第
百
六
十
条
の
六
第
二
項
、
第
百
六
十
条
の
七
、
第
百
六
十
条
の
十
八
」

を
「
第
百
六
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第

五
条
の
四
第
六
項
、
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
」
を
「
第
五
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
四
、
第
四
条
の
五
、
第
四
条
の
六
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
り
、
附
則
第
四

条
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
条
の
四
か
ら
第
四
条
の
六
ま
で

削
除

附
則
第
四
条
の
七
に
見
出
し
と
し
て
「
（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
」

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に

改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
八
第
一
項
中
「
前
二
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
」
を
「
同
項
中
「
法
附
則
第
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五
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
」
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
二

条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
」
を
「
同
項
中
「
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
附
則
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
の

四
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
」
と
、
「
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
後
段
」
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
令
和
九
年
度
」
を
「
令
和
十
二
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、

第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
削
る
。

附
則
第
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
中
「
、
第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
削
る
。

附
則
第
六
条
の
四
第
三
項
第
二
号
中
「
、
第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
、
第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
令
和
八
年
度
」
を
「
令
和
十
一
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
四
第
四
項
第
二
号
、
第
八
条
の
二
第
三
項
第
二
号
及
び
第
八
条
の
二
の
七
第
二
項

第
二
号
中
「
、
第
四
条
の
六
第
一
項
」
を
削
る
。

附
則
第
八
条
の
六
中
「
同
項
第
十
七
号
」
を
「
同
項
第
十
九
号
」
に
、
「
同
項
第
十
八
号
」
を

「
同
項
第
二
十
号
」
に
、
「
同
項
第
十
九
号
」
を
「
同
項
第
二
十
一
号
」
に
、
「
同
項
第
二
十
号
」

を
「
同
項
第
二
十
二
号
」
に
、
「
同
項
第
二
十
一
号
」
を
「
同
項
第
二
十
三
号
」
に
、
「
同
項
第
二

十
二
号
」
を
「
同
項
第
二
十
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
五
第
七
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
六
か
ら
第
九
条
の
二
の
十
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
九
条
の
三
の
前
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
一
般
乗
合
用
バ

ス
」
の
下
に
「
（
道
路
運
送
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る

バ
ス
を
い
う
。
附
則
第
九
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
の
種
別
割
」
を
削

り
、
「
第
百
六
十
条
の
十
」
を
「
第
百
五
十
三
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
五
十
四
条
第

一
項
第
一
号
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
号
」

に
、
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
百
五
十

一
条
第
三
項
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
五
十
四

条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
」

を
「
第
百
五
十
三
条
」
に
、
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令

和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
こ
れ
ら
の
う
ち
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
百
六
十
条
の
十
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
四
号
イ
及
び
第
五

号
ニ
⑴
」
を
「
第
百
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
当
該
初
回
新
規

登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」

を
削
り
、
「
次
の
表
」
を
「
前
項
の
表
」
に
、
「
同
項
の
規
定
」
を
「
同
条
の
規
定
」
に
改
め
、
同

項
の
表
を
削
る
。

附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
五

項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
百
六
十
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

附
則
第
九
条
の
五
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削

り
、
「
第
百
六
十
条
の
十
二
」
を
「
第
百
五
十
五
条
」
に
改
め
、
「
第
百
六
十
条
の
十
四
及
び
第
百

六
十
条
の
十
五
」
を
「
第
百
五
十
七
条
及
び
第
百
五
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
種
別

割
」
を
削
る
。

附
則
第
九
条
の
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第

百
六
十
条
の
十
六
第
五
項
本
文
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
五
項
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

附
則
第
九
条
の
七
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
中
「
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
」

を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
五
項
」
に
、
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
九

条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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２

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
二
十

五
号
に
規
定
す
る
環
境
性
能
割
の
交
付
に
関
す
る
事
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
委
任

し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４

改
正
後
の
条
例
第
五
十
五
条
の
十
二
の
二
及
び
第
五
十
五
条
の
十
三
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
青
森
県
県
税
条
例
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定

に
よ
る
納
期
限
が
到
来
す
る
利
子
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
納
期

限
が
到
来
す
る
利
子
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得

に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６

施
行
日
前
に
青
森
県
県
税
条
例
第
百
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の

引
取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化

水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
同
条
例
第
百
四
十
三
条
第
一
項

各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
軽
油
引
取
税
の

特
別
徴
収
義
務
者
が
同
条
例
第
百
四
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い

て
課
す
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

７

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動

車
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

８

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

９

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
の
条
例
第
百
六
十
条
の
三

第
一
項
、
第
百
六
十
条
の
四
第
一
項
又
は
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免

除
さ
れ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
改
正
前
の
条
例
第
百
六
十
条
の
三
第

六
項
、
第
百
六
十
条
の
四
第
二
項
又
は
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

11

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
の
条
例
附
則
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

12

青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
及
び
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
事
務
」
を
削
る
。

（
青
森
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

13

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
条
例
第
三
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
委
任
し
た
事
項
に
係
る
事
務
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森

県
行
政
機
関
設
置
条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
所
管
区
域
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種

別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

14

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種

別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
六
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
第
一
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
一
条
の
二
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
六
十
条
の
十
第
一
項
第
一
号

イ
⑴
」
を
「
第
百
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
百
六
十
条
の
十
三
」
を
「
第
百
五
十
六
条
」
に
改
め

る
。第

三
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
百
六
十
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十

五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
条
例
第
二
十
五
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
及
び
」
を
「
（
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
、
「
の
う

ち
」
を
「
（
以
下
「
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
所
得
金
額
」
を
「
所
得
」
に
改
め
、
「
当
該
特
別
償
却
設
備
」
の
下

に
「
（
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の
う
ち
当
該
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
も
の

の
用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
償
却
資
産
（
」
の
下
に

「
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
同
法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一

号
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
償
却
資
産
（
」
の
下
に
「
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施

行
令
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
同
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
二
の
税
務
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
事
務
」

を
削
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
十
二
号
様
式
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十

五
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
六
十
条
第
一
項
及
び
第
百
六

十
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
百
五
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
中
「
属
す
る
」
の
下
に
「
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
改
め
る
。
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第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
八
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百

六
十
条
第
三
項
及
び
第
百
六
十
条
の
十
三
第
五
項
」
を
「
第
百
五
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
第
十
九

号
様
式
」
を
「
第
十
八
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
を
削
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
条

の
十
六
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百

六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同

条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項

第
三
号
ロ
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
六

十
条
の
十
六
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改

め
、
「
者
が
道
路
交
通
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
種
別

割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第

百
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一

項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
三

項
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
六

十
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第

百
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
六

十
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
一
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
第
二
十
号
様
式
」
を
「
第
十
九
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
二
十
一
号
様
式
」
を
「
第
二
十
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を
「
第
二
十
一
号
様
式
」
に
、
「
第
二
十
三
号
様
式
」
を

「
第
二
十
二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
目
次
中
「
第
十
一
号
様
式
…
…
…
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
更
正
（
決
定
）
書
」
を
削

り
、
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
、
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
十
二
号
様
式
」

に
、
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
、
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」

に
、
「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
、
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」

に
、
「
第
十
八
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様
式
」
に
、
「
第
十
九
号
様
式
」
を
「
第
十
八
号
様
式
」

に
、
「
第
二
十
号
様
式
」
を
「
第
十
九
号
様
式
」
に
、
「
第
二
十
一
号
様
式
」
を
「
第
二
十
号
様

式
」
に
、
「
第
二
十
二
号
様
式
」
を
「
第
二
十
一
号
様
式
」
に
、
「
第
二
十
三
号
様
式
」
を
「
第
二

十
二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
三
中
「の

種
別
割

」
を
削
り
、
同
そ
の
三
の

中

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書

」
を

「自
動
車
税

納
税
通
知
書

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
四
中
「の

種
別
割

」

を
削
り
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書

」
を

「自
動
車
税

納
税
通
知
書

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
五
中
「の

種
別

割

」
を
削
り
、
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
納
税
通
知
書

」
に
改
め

る
。第

七
号
様
式
の
そ
の
二
中
「の

種
別
割

」
を
削
り
、

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

増
額
通
知
書

」
を

「自
動
車
税

増
額
通
知
書

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
の
そ
の
二
中
「の

種
別
割

」
を
削
り
、
同
そ
の
二
の

中

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
額
通
知
書

」
を

「自
動
車
税

減
額
通
知
書

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
三
中
「の

種
別
割

」
を
削
り
、

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
額
通
知
書

」
を

「自
動
車
税
減
額
通
知
書

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
四
中
「の

種
別
割

」
を
削
る
。

第
十
一
号
様
式
を
削
り
、
第
十
二
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
の
そ
の
二
及
び
そ
の
三
中
「の

種
別
割

」
を
削
り
、

「自
動
車
税
（
種
別
割
）
督
促
状

」
を

「自
動
車
税
督
促
状

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
四
中
「の

種
別
割

」
を
削
り
、
同

様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
し
、
第
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
を
一
様
式
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
八
号
様
式
そ
の
四
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
減
額
通

知
（
賦
課
取
消
）
書
（
兼
過
誤
納
金
還
付
（
充
当
）
通
知
書
）
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
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は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別

割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の

種
別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別

割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
八
月
青
森
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
一
条
中
「
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
を
「
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所

有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
種
別
割
の
徴
収
」
を
「
徴

収
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
七
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「

自
動
車
税
（
種
別
割
）

A
utom
obile
T
ax(Category
Base)
」
を
「

自
動
車
税

A
utom
obile
T
ax
」

に
、
「（

種
別
割
）
を

」
を
「を

」
に
、
「（

種
別
割
）
に

」
を
「に

」
に
改
め
、
「
(category

base)」
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「
(Category
Base)」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
税
務
課
の
項
の
第
一
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条

第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、

同
表
市
町
村
課
の
項
の
第
六
号
中
「
地
方
税
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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島
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目
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青
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所
・
販
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人
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青
森
市
第
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屋
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三
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目
一
番
七
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号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
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・
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・
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定
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小
口
一
枚
ニ
付
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一
円
七
十
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